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令和 2 年  月  日 

 

郡山市長  品川 萬里 様 
 

郡山市地方社会福祉審議会 

委員長 鶴岡 美果 

 

高齢者福祉に関する事項について（答申） 【素案】 

 

令和元年 7 月 30 日付け 31 郡長第 726 号で諮問がありましたこのことについて、当会の

意見は下記のとおりです。 

なお、本答申は、当初、令和元年 11 月を予定していましたが、昨年 10 月の令和元年東日

本台風による大規模災害発生により審議が中断し、本日に至ったことを申し添えます。 

 

記 

 

１ 今後の高齢社会対策のあり方と施策の方向性  

我が国では、高齢者人口が増加し、高齢化率が上昇を続ける一方で、少子化が進行して

おり、すべての世代が安心して暮らすことができる環境づくりが必要であることから、国

においては全世代型社会保障を掲げて、幼児教育・保育及び高等教育の無償化に加え、高

齢者の就業機会を確保するための施策を推進している。 

本市でも、15 歳～64 歳人口が減少を続けており、高齢者が地域の支え手として、                                                                                                                             

生きがいをもって元気に活躍することが期待されている。 

また、平均寿命が延伸する中で、要介護認定率が上昇するとともに、認知症高齢者数も 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 本市の人口推移と高齢化率 

※1965(S40)～2017(H29)の総人口には年齢不詳を含むため、各年齢区分の合計とは一致しない。高齢化率の算出には分母から年齢不詳を除いている。 

【出典】人口及び高齢化率（市） 1965(S40)～2014(H27)：「国勢調査」、2020(R2)～2040(R22)：「将来展望人口」（郡山市人口ビジョン） 

実績値 推計値 
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増加しており、介護予防対策の取り組みとともに、介護保険制度の安定的な運営や介護

保険サービス基盤の充実が必要となっている。さらに、ひとり暮らし高齢者や高齢者夫

婦のみの世帯が増加していることから、地域での見守りや支え合いなど、高齢者が住み

慣れた地域で安心して住み続けられる環境づくりが必要である。 

  また、高齢者数の増加に伴い、高齢者支援費用の増加が続いており、社会の環境変化に

対応した高齢者施策展開が必要となっている。 

以上の現状や課題等を踏まえ、次の施策を推進されたい。 

 

（１） エイジレス社会に向けた取り組みの推進 

 2015 年（平成 27 年）、日本老年学会は、現在の高齢者は 10 年から 20 年前に比べて、

5 歳～10 歳は若返っていると想定されると発表しており、また、2018 年（平成 30 年）

の国の高齢社会対策大綱においても、高齢者の体力的年齢が若くなっていることから、

65 歳以上を一律に高齢者と見る一般的な傾向は、現実的なものではなくなりつつある

としている。 

本市でも少子高齢化が進行する中、年齢で一律に高齢者とすることを見直すととも

に、意欲ある高齢者が能力を発揮し、生涯現役で就業や生涯学習、地域貢献等に活躍で

きるエイジレス社会に向けた取り組みを推進されたい。 

  

（２） 地域包括ケアの深化・推進 

 高齢化の進行とともに、ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみ世帯が増加しており、

高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けられる環境づくりが必要となっている。

医療と介護との連携に基づく在宅医療介護の充実や、協議体などによる地域の見守り

や支え合い、さらに認知症高齢者等の権利擁護や高齢者の親が中高年の引きこもり等

の子の面倒をみなければならない 8050 対策などを進め、地域包括ケアの深化・推進を

図られたい。 
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◆本市の一人暮らし高齢者数の推移 
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（３） 介護保険制度の安定的な運営とサービス基盤の充実 

平均寿命の延伸に伴い、要介護認定率が上昇していることから、介護予防対策を実施

するとともに、介護保険制度の安定的な運営と介護保険サービス基盤の充実に努めら

れたい。 

 また、老老介護対策や介護離職対策、親と子どもの世話を同時に見なければならない

人に対するダブルケア対策など、高齢者の介護に携わる家族等の負担軽減のための支

援に取り組まれたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） データに基づく施策の展開（EBPM）並びに選択と集中 

 今後もさらなる少子高齢化の進行が予測されていることから、社会の環境変化に合

わせて、データに基づく施策の展開（EBPM）により、高齢者施策の不断の見直しを行う

とともに、限られた財源の必要な事業への投入（選択と集中）が必要である。 

また、2025 年（令和 7年）の本市の高齢化率は 29.9％と見込まれており、市民の３

分の 1 が高齢者となる。高齢者のための施策は福祉施策のみならず、都市政策や公共交

通等の交通政策をはじめ、あらゆる分野の施策がその対象となるとともに、互いに連動

した対応が必要となることから、関係機関や団体、事業者、市関係部局等と連携しなが

ら、対応を推進されたい。 
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◆本市の要介護認定の推移 

実績値 推計値 

※2012(H24)～2014(H26)は「第六次郡山市高齢者福祉計画」、2015(H27)以降は「第七次郡山市高齢者福祉計画」から作成 

（郡山市介護保健課：推計値、各年 10 月 1 日現在） 
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（５） 災害等における高齢者の安全確保   追 加  

昨年 10 月、本市は令和元年東日本台風（台風第 19 号）による水害に見舞われ、高齢

者をはじめ多くの市民が被災された。 

今回の災害を通じて、災害発生時、高齢者の安全を確保するためには、地域での支え

合いや支援の重要さが改めて認識されたところであるが、地域とのつながりが希薄な

高齢者も少なくないことから、民生委員や町内会、地区社会福祉協議会、通いの場等の

地域関係者、ケアマネジャーをはじめ事業者等と連携し、本市が取り組む要支援者避難

支援制度の実効性の向上について検討されたい。 

また、災害時に避難を判断するうえで、正確な最新情報が必要なことから、高齢者や

障がい者等にもわかりやすい情報伝達方法の工夫等について努められたい。 
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◆本市の高齢者支援及び教育・子育て支援施策に係る予算の推移 

（単位：億円） 

◆高齢者支援施策 

 老人福祉費、後期高齢者健康診査事業費、老人保健特別会計（2009 年まで）、後期高齢者医療特別会計、 介護保険特別会計（特別会計については一般会計からの
繰入金を除く）の当初予算の合計に福島県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療費決算額（郡山市被保険者分）を加算。 

 ※2018 年度、2019 年度は 2017 年度の後期高齢者医療費決算額を用いて推計。 

◆教育・子育て支援施策 

 児童福祉費、教育総務費、小中学校費、社会教育費のうち青少年育成費、母子保健推進活動費、母子医療対策事業費及び教育系ネットワーク回線増速に係る経費の当
初予算額の合計。 

◆１人あたりの経費 

 それぞれの経費を各年１月１日の年少人口（14 歳以下）、老年人口（65 歳以上）で除した数値。 

（郡山市財政課作成）  

645 億 7,299 万円 ※推計 
★増の主な要因 

老人福祉費 5.7 億の増（老人福祉施設等整備補助事業費など） 

278 億 2,323 万円 ※推計 
★増減の主な要因 

児童福祉費 18.8 億の増（施設型・地域型保育給付費、 

           保育料無料化・軽減等事業費など） 

小中学校費 5.1 億の増（小学校長寿命化改修事業費など） 
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２ 健康寿命の延伸・高齢者が活躍できる社会づくりについて 

 平均寿命が伸び続ける中、高齢期において質の高い生活（QOL）を送るために、健康寿

命の延伸を図り、両者の乖離を圧縮することが重要である。 

 現在、本市でも、健康長寿への三本柱である「食」「運動」「社会参加」について、さ

まざまな取り組みが行われているが、高齢期を待たずに早い世代のうちから啓発に取り

組み、全世代の健康寿命延伸に図られたい。 

 また、高齢者が健康長寿であるためには、歩くことや身近な通いの場への参加などを

通じた日常的な運動習慣とともに、口腔ケアが重要であることから、併せて啓発をされ

たい。 

  これらの取り組みをより広げていくため、高齢者の健康づくりをサポートする市民ボ

ランティアを育成し、活用していくことも有効であると考える。 

 また、おたっしゃ長寿アンケートの実施により要支援高齢者を把握し、介護予防につな

げるとともに、国から本市が指定を受けた SDGs モデル事業を推進し、ビッグデータを活

用して、要因分析等を行い、全世代での健康寿命延伸の取り組みを推進されたい。 

 市民の健康寿命の延伸を図ることで、元気な高齢者を増やし、年齢にかかわりなく、意

欲と能力を有する高齢者が自らの意思に基づき、シルバー人材センター等での就労や町

内会やボランティア等の地域貢献活動、あさかの学園大学や公民館等での生涯学習等、現

役で活躍できるエイジレス社会づくりを進めるとともに、すべての世代がともに支え合

う地域共生社会の構築を推進されたい。 
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実績値 推計値 

72.14 

80.98 

71.19 

80.21 

70.42 

79.55 

74.79 

87.14 

74.21 

86.61 

73.62 

86.30 

◆健康寿命について【国】 
男性 女性 
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３ 既存事業の見直し 

本市の高齢者人口は年々増加を続けており、今後も確実な増加が見込まれていること

から、限られた財源の中、高齢者施策全体を見据え、選択と重点化を図りながら、健康寿

命の延伸に資する持続可能な高齢者施策を展開していくことが必要である。 

 

（１） 敬老祝金事業 

敬老祝金には、高齢者のこれまでの労をねぎらう意義とともに、高齢者と地域をつな

ぎ、地域での見守りの環境をつくる役割を果たしてきた。 

 しかしながら、本市の高齢者数は増加を続けており、また、平均寿命も伸び続けてい

ることから、今後、敬老祝金については、平均寿命の伸びや他市の状況、さらに高齢者

健康長寿サポート事業費の増加など、高齢者施策全体を踏まえて、対象年齢や支給金額

の見直しを検討されたい。 

 また、現在、祝金の多くは現金で支給されており、支給に携わる関係者の負担軽減と

安全性を考慮した支給方法の見直しについて検討が必要である。 

なお、敬老祝金の見直しを行う場合は、その目的について、市民に対し丁寧な説明を

行われたい。 

 

（２） 高齢者健康長寿サポート事業 

 本事業は、高齢者の健康増進及び社会参加促進を目的として、2015 年度（平成 27 年

度）に、従来のはり、きゅう、マッサージ等施術費助成事業と元気高齢者温泉等利用助

成事業の利用券を共通化するとともに、75 歳以上の方にはバス、タクシー料金にも利

用できる事業として実施され、2018 年度（平成 30 年度）の事業全体の申請率が 84.7％、

75 歳以上に関しては申請率 91.9％となっており、事業の市民への周知が図られている。 

 本事業により高齢者のさらなる健康増進を図り、健康寿命の延伸に資するため、健康

長寿への三本柱のひとつである「運動」に対する支援として、プール等の運動施設利用

料金への利用拡大を検討されたい。 

 また、現在、利用できるサービスのうち、バス、タクシーについては、75 歳以上の

みが対象であるため、年齢による助成内容の差異について見直しの意見があり、当該見

直しに当たっては、1 人当たりの助成額について、増額や現状維持を求める意見のほか、

削減することの検討もやむを得ないとの意見もあったことから、当該助成内容のあり

方について、検討されたい。 

   なお、本事業の見直しに当たっては、持続可能なものとなるよう、対象年齢や助成額

の見直しに加え、他の事業の見直しについても併せて検討されたい。 

 

（３） 敬老会 

 高齢化の進行により、敬老会の招待者数は増加を続けているが、出席率の低迷や各地

区実行委員会の負担増加など課題を抱えている。 

 1988 年（昭和 63 年）以来、各地区実行委員会と市の共催により敬老会を開催し、30
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No 施　設　名 開設年月 経過期間

1 中央老人福祉センター  1990年（平成2年）  4月 29年

2 老人福祉センター 寿楽荘  1966年（昭和41年）12月 52年3月

3 高齢者文化休養センター 逢瀬荘  1988年（昭和63年） 4月 31年

4 市民福祉センター サニー・ランド湖南  1991年（平成3年）  4月 28年

5 西田地域交流センター  1990年（平成2年）  4月 29年

6 三穂田地域交流センター  1992年（平成4年）  4月 27年

7 田村地域交流センター  1992年（平成4年） 11月 26年5月

8 中田地域交流センター  1995年（平成7年）  4月 24年

9 喜久田地域交流センター  1998年（平成10年） 4月 21年

10 日和田地域交流センター  2000年（平成12年） 4月 19年

11 中央デイ・サービスセンター  1990年（平成2年）  4月 29年

12 湖南デイ・サービスセンター  1991年（平成3年）  4月 28年

13 富久山デイ･サービスセンター  1995年（平成7年）  4月 24年

年以上が経過していることから、実施方法や内容等について、見直しが必要であると考

える。 

 見直しに当たっては、地域のすべての世代が参画し、地域に根差した、実施する側も

参加者も負担感の少ない開催方式を検討するとともに、招待者が参加したいと思う敬

老行事について、新たな発想も含めて検討されたい。 

 なお、敬老会は、市と各地区実行委員会との共催であることから、各地区実行委員会

を構成する地域団体等とも十分に協議を行い、見直しを進められたい。 

 

４ 高齢者施設のあり方 

現在、本市は 13 の高齢者施設を設置しているが、うち９施設は築 25 年以上を経過し

老朽化が進行しており、今後、施設を維持するための大掛かりな修繕工事等の必要性も見

込まれている。 

 これらの高齢者施設には、市内で先駆的な役割を担ってきたデイサービスセンターや

老人福祉センター等での入浴サービスなど、現在では民間事業者と競合する施設やサー

ビスが存在することから、その必要性を精査するとともに、地域の実情を踏まえて施設の

あり方を検討する必要がある。 

 また、施設の有効利用を図るため、施設の PR に力を入れるとともに、高齢者（アクテ

ィブシニア）が自ら活動する拠点として活用するほか、子どもの居場所づくりなど、多世

代利用を進められたい。 

  民間事業者の参入が可能な立地条件にある、中央デイ・サービスセンター及び富久山デ

イ・サービスセンターについては、現在、市内にまだない高齢者と障がい者に対し一体的

にサービスを提供する共生型デイサービスセンターへの転換などを含めて、施設のあり

方等について検討されたい。 

  なお、将来的に、市の高齢者施設について縮小・廃止の方向性が示された場合において

は、代替施設での利用者に対する支援のあり方についても検討が必要と考える。 

 

 


